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古賀市教育委員会 

１ 本方針策定の趣旨 

 古賀市教育委員会では、平成 30 年３月にスポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する

総合的なガイドライン」、平成 30 年 12 月に文化庁が策定した「文化部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン」、平成 30 年 12 月に福岡県が策定した「福岡県部活動の在り方に関する指針」、

を踏まえ、次のような趣旨から「古賀市立中学校部活動方針」を定めることとする。 

○ 生徒の生活全体を見渡して、部活動の適切な活動時間や休養日について明確な基準を設定す

るなど、生徒のバランスの取れた健全な成長を目指す。 

 

○ 教職員の勤務負担軽減や本分である教科指導等（教材研究等）とのバランスが取れた部活動

の在り方、運営方法等について再検討し、教職員のワーク・ライフ・バランスの実現を目指

す。 

 

○ 生徒の心身の健康管理（スポーツ障害・外傷の予防やバランスのとれた学校生活への配慮等

を含む）、事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動における安全対策等）及び体

罰・ハラスメントの根絶を徹底する。 

 

２ 部活動の意義 

（１）部活動は、「生徒の自主的、自発的な参加により行われる」ものであり、学校教育の一環とし

てスポーツや文化及び科学等に興味と関心をもつ同好の生徒が、その能力・適性、興味・関心

に応じた活動を通じて、技能や知識の習得を目指し、継続して努力し、充実感や達成感を味わ

う等、生徒が豊かな学校生活を送る上で大きな意義をもつ。 

 

（２）部活動は、生徒が学級や学年の枠を超えて、共通の目標に向かって互いに競い、励まし、協

力する中で、仲間や指導者と触れ合うことにより、自主性、協調性、責任感、連帯感等が養わ

れ、望ましい人間関係や社会的資質を培うために大切な活動である。 

 

（３）部活動は、生涯にわたりスポーツや文化及び科学等に親しむ態度を育むとともに、生徒の健

やかな体と豊かな心を育て、家庭や地域とのつながりを深めるとともに、学校の伝統や特色づ

くりにも寄与する活動である。 

【中学校学習指導要領（文部科学省 平成 29年告示）】 

第１章 総則 

 第５ 学校運営上の留意事項 

  １ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動との連携等 

   ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものと

する。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポ

ーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校

教育が目指す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育

課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地

域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運

営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 

 

３ 学校における体制整備 

（１） 部活動の適切な設置 

各校における部活動の設置（新設、統廃合を含む）については、生徒、教職員、保護者、地

域等の実態に応じ、校長の判断で行う。その際には、種目別の最低必要部員数、顧問や指導者、

保護者や地域の協力体制等について吟味し、持続可能性を十分に考えた上で判断する。 

なお、生徒数の減少等、やむを得ない場合には、保護者や地域の理解を得ながら休部または、

統廃合の措置について検討する。 



（２） 活動方針・活動計画の明確化 

部活動顧問は、部活動の運営について生徒や保護者等の関係者の理解を得て連携してこれに

取り組むため、以下にしたがって部活動の活動方針・活動計画を作成し、関係者と共有する。 

 

① 部活動顧問は、各校における活動方針を受け、年度当初、担当する部活動の目標や方針、お

おまかな年間活動計画を作成の上、生徒・保護者に提示し、理解を得る。 

 

② 部活動顧問は、月間の活動計画を作成し、校長の承認を得て、生徒・保護者に提示する。 

 

③ 校長は、月間の活動計画を点検し、方針で定める範囲の活動となっているかを確認し、必

要に応じて指導する。 

 

 

（３） 休養日 

休養日は以下のとおり設定し、遵守する。 

① 1 週間のうち月曜日から金曜日（以下「平日」という。）に１日以上（原則として水曜日）、

土曜日、日曜日、及び祝日（以下「休業日」という。）に１日以上（原則として日曜日）の

週２日以上を休養日とする。休養日に、大会等により活動する場合や、やむを得ず活動す

る場合は、他の日に代わりの休養日を設ける。 

 

② 長期休業中の休養日は、学期中の休養日と同様とする。 

 

③ 定期考査前の１週間は休養日とする。 

 

④ 以下の日は、「古賀市部活動一斉休養日」とする。 

・年末年始の休日（12月 29日～１月３日） 

・学校閉庁日（８月 13日～15日） 

 

（４） 活動時間 

活動時間は以下のとおり設定し、遵守する。 

 

① 平日の活動時間は２時間程度とする。また、全部活動において「完全下校時間」を定め、そ

れを厳守し、生徒が安全に帰宅できるよう配慮する。 

 

② 休業日の活動時間は、３時間程度とする。 

 

（５） 原則、早朝練習の禁止 

原則、早朝練習は実施しない。ただし、中体連の夏季総体及び新人大会、吹奏楽コンクール

のみ、その開催日の前３週間に限り、早朝練習を行うことができる。早朝練習を行う場合は、

必ず管理職が出勤することとする。 

 

（６） 合同合宿の禁止 

他校との合同合宿は行わない。校内で単独で行うものは除く。 

（７） 参加する大会等の精選 

校長は、中体連や中文連、吹奏楽連盟等以外の大会やコンクール等への参加については、生

徒の教育上の意義や、生徒や運動部顧問の負担が過度とならないことを考慮して、参加する大

会等を精査する。 

 

（８） 安全管理の徹底 

校長は、学校における部活動の安全な環境を整備するとともに、以下について、部活動顧問

に対し、支援及び指導を行う。 



① 部活動顧問は、日常の活動を安全に行うことができるよう、活動の前後に健康観察を行い、

常に生徒の健康安全に努める。また、練習場所や練習設備、用具等について安全確認を実

施する。 

 

② 部活動顧問が出張等で学校に不在の場合は、部活動を行わない。または、練習内容の制限

等への配慮も十分に行った上で、顧問代理を立てて活動する。 

 

③ 練習試合や大会等への引率については、顧問は、交通手段等も含め、保護者に対して、事前

に十分な説明を行うこと。顧問及び部活動外部指導員が運転する自家用車等での引率につ

いては、原則として行わず、公共の交通機関を使用すること。 

 

④ 部活動顧問は、部活動の活動時の天候に十分留意する。暴風や雷等の場合には部活動の中

止の判断を的確に行う。 

 

⑤ 全教職員は、熱中症について理解を深め、その対処法を校内で研修するとともに、重篤化

しやすく命の危険に係ることを生徒に指導する。また、以下の対応を徹底する。 

・高温多湿下においては水分・塩分補給や休憩をしっかりと行い、熱中症に十分配慮する。 

・５月から９月までは、活動場所で熱中症指数計を活用し、結果を学校日誌に記録する。 

・暑さ指数（WBGT）31℃以上の場合は、活動を中止し、数値が下がるまで休息するなどの措置

をとり、基準値を超えた状況での活動は行わない。 

・暑さ指数（WBGT）の数値が 31℃を下回っている場合においても、生徒の様子を丁寧に観察し、

運動を中止（休止）するなど、適切な対応を行う。 

 

⑥ 全教職員は、学校の「危機管理マニュアル」に則り、緊急時に対応できるよう徹底する。特

に、AED（自動体外式除細動器）を適切に管理し、その設置場所及び操作方法を全教職員が

把握するよう徹底する。緊急時には消防機関等と適切に連携して対応する。 

 

（９） 適切な指導の実施 

① 体罰は、学校教育法第11条で禁止されている行為である。部活動顧問は指導と称して殴る、

蹴るなどの暴力を行わないのはもちろんのこと、威圧的な言葉による指導も体罰に当たる

ため許されないことの認識を持ち、これらの行為の根絶を徹底する。 

 

② パワーハラスメントやセクシャルハラスメント等、不適切な言動についても、断じて許さ

れない行為であり、生徒の人権を侵害する違法な行為であるため、根絶を徹底する。 

 

③ 部活動顧問は、生徒の人間関係に日常的に十分に注意するとともに、生徒の状況を必要に

応じて学校全体で共有し、いじめの未然防止を徹底する。いじめが起きた場合には、学校

のいじめ防止基本方針に基づき早期に対応する。 

 

④ 学校は、部活動の適切な運営に係る教職員の研修の場を設定する。また、部活動外部指導

員においては、校長の責任のもと、部活動指導、生徒指導、生徒の発達段階等に関する内容

の研修を行う。 

 

４ 保護者・地域との連携 

（１） 部活動方針の周知 

学校は、年度当初、部活動方針を作成の上、学校の Facebook や学校だより等で生徒・保護

者・地域に公表し、理解や協力を得る。 

 

（２） 部活動保護者会の実施 

学校は、年度初め及び新チーム等発足時など、時機をとらえて、年間１～２回程度の部活動

保護者会を実施する。その際、部活動における学校の活動方針及び各部の活動方針、活動計画



等を示し、理解を得る。 

 

（３） 保護者・地域とのパートナーシップの醸成 

学校は、生徒の健全な育成と教育環境の充実の観点から、保護者・地域との連携に努め、生

徒や保護者、地域住民が部活動に関する心配や不安等について、部活動顧問や学校に相談しや

すい雰囲気を醸成する。 

 

５ 教育委員会の取り組み 

  古賀市教育委員会は、各学校における部活動の持続可能な運営の構築と部活動を通じた生徒の

資質・能力の向上を目指し、生徒の健康と安全を守り、指導の充実等を促すとともに、部活動顧

問の負担軽減による働き方改革を推進するため、以下の取り組みを積極的に行う。 

（１）教育委員会と校長会、教頭会が連携して、部活動の適切な運営に係る研修を行う。 

（２）教育委員会と学校が連携して、部活動外部指導員として学校支援を希望する地域人材の発掘、

活用に努める。 


